
「第７７回人権週間」 

特設人権相談所開設のお知らせ

１２月４日から１２月１０日までの１週間は、「人権週間」です。  

国連は、世界人権宣言が採択された１２月１０日を「人権デー」と定め、加盟国な

どに、これを記念する行事を実施するよう呼び掛けています。 

法務省の人権擁護機関では、毎年１２月４日からこの人権デーまでの１週間を「人

権週間」と定め、人権意識の普及高揚を図るための啓発活動を全国で実施していま

す。 

いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、障害のある人、外国人やアイヌの

人々、性的マイノリティの人々等に対する不当な差別や偏見、インターネット上の人

権侵害、部落差別（同和問題）、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然とし

て存在しています。  これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題

を「誰か」のことではなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの

大切さについて、認識を深めることが大切です。  

仙台法務局及び宮城県人権擁護委員連合会では、いじめ、虐待、パートナーから

の暴力、インターネット上での誹謗中傷などの人権問題に関して、人権週間を中心

に宮城県内５２会場において、特設相談所を開設します。  

相談は無料で、秘密は固く守りますので、一人で悩まずお気軽にご相談くださ

い。  

ご不明な点は仙台法務局人権擁護部（電話：０２２－２２５－５７４３）までお問合

せください。  

人権イメージキャラクター

「人ＫＥＮまもる君」

「人ＫＥＮあゆみちゃん」
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別表

主催　宮城県人権擁護委員連合会・仙台法務局

開 設 日 時 開 設 場 所 問 合 せ 先

１ ２ 月 ２ 日 （ 火 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 仙 台 市 宮 城 総 合 支 所 ３ 階 第 ２ 会 議 室

１ ２ 月 ４ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 仙 台 市 宮 城 野 区 役 所

１ ２ 月 ９ 日 （ 火 ） １ １ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 東 北 学 院 大 学 「 未 来 の 扉 セ ン タ ー 」

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 仙 台 市 太 白 区 役 所

１ ２ 月 ３ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 仙 台 市 泉 区 役 所 市 民 相 談 室

１ ２ 月 １ １ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 名 取 市 役 所

１ ２ 月 ４ 日 （ 木 ） ９ ： ０ ０ ～ １ ６ ： ０ ０ 岩 沼 市 役 所 ２ 階

１ ２ 月 ３ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 富 谷 市 役 所

１ ２ 月 ６ 日 （ 土 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 亘 理 町 中 央 公 民 館

１ ２ 月 ５ 日 （ 金 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 山元町防災拠点・坂元地域交流センター（ふるさとおもだか館）

１ ２ 月 ４ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 大 和 町 役 場 １ ０ ３ 会 議 室

１ ２ 月 ９ 日 （ 火 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 大 郷 町 社 会 福 祉 協 議 会 会 議 室

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） ９ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 大 衡 村 役 場 平 林 会 館

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 仙 台 法 務 局 塩 竈 支 局

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 多 賀 城 市 社 会 福 祉 セ ン タ ー

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 松 島 町 役 場 ３ 階 会 議 室

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 七 ヶ 浜 町 役 場 水 道 庁 舎 ２ 階

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 利 府 町 町 民 交 流 館

１ ２ 月 ４ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 大 河 原 町 役 場

１ ２ 月 ３ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 村 田 町 多 世 代 交 流 セ ン タ ー

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） ９ ： ０ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ 柴 田 町 役 場

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） ９ ： ０ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ 柴 田 町 槻 木 生 涯 学 習 セ ン タ ー

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） ９ ： ０ ０ ～ １ １ ： ３ ０ 川 崎 町 山 村 開 発 セ ン タ ー

１ ２ 月 ６ 日 （ 土 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 白 石 市 中 央 公 民 館

１ ２ 月 ９ 日 （ 火 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 蔵 王 町 ご ざ い ん ホ ー ル

１ ２ 月 ３ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 角 田 市 角 田 自 治 セ ン タ ー

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） ９ ： ０ ０ ～ １ １ ： ３ ０ 丸 森 町 ま ち づ く り セ ン タ ー

１ ２ 月 １ １ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 大 崎 市 役 所 ２ 階 社 会 福 祉 課 相 談 室

１ ２ 月 ９ 日 （ 火 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 大 崎 市 松 山 総 合 支 所 ２ 階 小 会 議 室

１ ２ 月 １ 日 （ 月 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 大 崎 市 三 本 木 総 合 支 所 １ 階 相 談 室

１ ２ 月 ４ 日 （ 木 ） ９ ： ３ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ 大 崎 市 鹿 島 台 総 合 支 所 ２ 階 小 会 議 室

１ ２ 月 ５ 日 （ 金 ） ９ ： ０ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ 大 崎 市 岩 出 山 総 合 支 所 １ 階 第 １ 会 議 室

１ ２ 月 ５ 日 （ 金 ） ９ ： ０ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ 大 崎 市 鳴 子 総 合 支 所 １ 階 協 働 室

１ ２ 月 １ 日 （ 月 ） ８ ： ３ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ 大 崎 市 田 尻 総 合 支 所 大 会 議 室

１ ２ 月 ３ 日 （ 水 ） ９ ： ３ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ 加 美 町 宮 崎 支 所

１ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 色 麻 町 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー

１ ２ 月 ９ 日 （ 火 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 涌 谷 町 役 場 西 庁 舎 第 一 会 議 室

１ ２ 月 ４ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 美 里 町 健 康 福 祉 セ ン タ ー さ る び あ 館

１ ２ 月 ９ 日 （ 火 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 栗 原 市 築 館 総 合 支 所

１ ２ 月 ３ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 石 巻 市 牡 鹿 総 合 支 所 ２ 階 研 修 室

１ ２ 月 ４ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 石 巻 市 役 所 ２ 階 相 談 室

１ ２ 月 ４ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 石 巻 市 桃 生 総 合 支 所 ２ 階 学 習 室

１ ２ 月 ４ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 石 巻 市 雄 勝 総 合 支 所 １ 階 会 議 室

１ ２ 月 ５ 日 （ 金 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 東 松 島 市 小 野 市 民 セ ン ダ ー

１ ２ 月 １ 日 （ 月 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 女 川 町 庁 舎 １ 階 会 議 室

１ ２ 月 ５ 日 （ 金 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 登 米 市 登 米 総 合 支 所

１ ２ 月 ５ 日 （ 金 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 登 米 市 南 方 公 民 館

１ ２ 月 ５ 日 （ 金 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 登 米 市 中 田 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー

１ ２ 月 ４ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ 気 仙 沼 市 役 所 ワ ン ・ テ ン 庁 舎

１ ２ 月 １ １ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ 気 仙 沼 市 唐 桑 総 合 支 所

１ ２ 月 ８ 日 （ 月 ） ９ ： ３ ０ ～ １ １ ： ３ ０ 気 仙 沼 市 本 吉 公 民 館

１ ２ 月 １ １ 日 （ 木 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ 南 三 陸 町 総 合 ケ ア セ ン タ ー 南 三 陸

「 第 ７ ７ 回 人 権 週 間 」 特 設 相 談 所 開 設 一 覧

仙 台 法 務 局 人 権 擁 護 部

022-225-5743

仙 台 法 務 局 塩 竃 支 局

022-362-2338

仙 台 法 務 局 大 河 原 支 局

0224-52-6053

仙 台 法 務 局 古 川 支 局

0229-22-0510

仙 台 法 務 局 石 巻 支 局

0225-22-6188

仙 台 法 務 局 登 米 支 局

0220-52-2070

仙 台 法 務 局 気 仙 沼 支 局

0226-22-6692



12月4日～10日12月4日～10日

LINEじんけん相談 ＠Iinejinkensoudan

人権擁護局HP https://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html

みんなの人権110番

0570-003-110
ゼロ ゼロ みんな の ひゃく とお ばん こどもの

人権110番 0120-007-110
ぜろ ぜろ なな の ひゃく とお ばん

外国語人権
相談ダイヤル 0570-090911

https://www.jinken.go.jp/

法務局では、人権侵害を受けた方を救済するための活動を行っています。

12月10日は人権デーです。
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